
令和２年２月18日
庁 議 資 料

狛江市と東京フットボールクラブ株式会社との包括連携に関する協定書 

狛江市（以下「市」という。）と東京フットボールクラブ株式会社（以下「ＦＣ東京」とい

う。）は、包括連携に関する基本的事項について、次のとおり協定書を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定書は、市及びＦＣ東京が包括的な連携のもと、それぞれの有する資源

を有効かつ適切に活用し、協力することで、サッカーを通した地域スポーツの振興、

地域の活性化等に寄与するとともに、協力関係の一層の強化並びに相互の発展及

び充実を図ることを目的とする。 

（連携事項） 

第２条 市及びＦＣ東京は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力

を図るものとする。 

 （１） 地域スポーツの振興に関すること。 

 （２） 市民の心身の健全な発達及び健康に関すること。 

（３） 地域の活性化に関すること。 

（４） 教育・人材育成に関すること。 

（５） その他両者が必要と認める事項 

２ 具体的な実施事項については、両者で協議の上、決定する。 

（情報交換） 

第３条 市及びＦＣ東京は、前条第１項各号に規定する事項を効果的に推進するため、

必要に応じて情報交換を行う。 

（秘密保持） 

第４条 市及びＦＣ東京は、この協定書に基づいて得られる相手方の情報（非公開であ

るもの）について、相手方の書面による同意を得ることなく、第三者に開示又は漏えい

してはならない。 



（協定期間） 

第５条 この協定書の有効期間は、締結の日から令和３年（2021 年）３月 31 日までとす

る。ただし、期間満了の３箇月前までに双方から特段の意思表示がない場合には、さ

らに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（協定の変更等） 

第６条 市又はＦＣ東京のいずれかが協定内容の変更又は解除を申し出たときは、市

及びＦＣ東京で協議の上、本協定の変更又は解除を行うものとする。 

（協議事項） 

第７条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、市及びＦＣ東京が誠意

をもって協議し、解決を図る。 

この協定の証として、本書２通を作成し、各々１通を保有する。 

令和２年（2020 年）２月 21 日 
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狛江市 東京フットボールクラブ株式会社 
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